
 

議案第 号 

宝塚市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について 

 宝塚市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例を次

のとおり制定するものとする。 

 令和５年（２０２３年）２月 日提出 

 宝塚市長 山 﨑 晴 恵 

 

宝塚市条例第  号 

 宝塚市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正す

る条例 

 宝塚市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（平成１３年条例第３０号）

の一部を次のように改正する。 

別表第１に次のように加える。 

安倉上池地区地区

整備計画区域 

都市計画法第２０条第１項の規定により告示された阪神間都市計

画安倉上池地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められ

た区域 

 別表第２中 

「４０ 武庫川町西地区整備計画区域」 

を 

「４０ 武庫川町西地区地区整備計画区域」 

に、 

「４１ 武田尾地区整備計画区域」 

を 

「４１ 武田尾地区地区整備計画区域」に改め、同表に次のように加える。 

４２ 安倉上池地区地区整備計画区域 

(ア) 計画地区の区分 全域 

(イ) 建築してはならない

建築物 

次に掲げる建築物以外の建築物 

(１) 住宅 



 

  (２) 住宅で、延べ面積の２分の１以上を居住の用に供

し、かつ、令第１３０条の３各号に掲げる用途の

いずれかを兼ねるもの（これらの用途に供する部

分の床面積の合計が５０平方メートルを超えるも

のを除く。） 

(３) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 

(４) 学校、図書館その他これらに類するもの 

(５) 診療所又は病院 

(６) 倉庫（倉庫業を営む倉庫を除く。）で床面積の合

計が９０平方メートル以内のもの（３階以上の部

分をその用途に供するものを除く。） 

(７) 法別表第２(い)項第５号から第７号までに掲げる

もの 

(８) 法別表第２(は)項第４号から第６号までに掲げる

もの 

(９) 法別表第２(い)項第９号及び(は)項第７号に掲げ

るもの 

(10) 前各号の建築物に付属するもの（令第１３０条の

５の５各号に定めるものを除く。） 

(ウ) 建築物の容積率 (ａ)  

(ｂ)  

(エ) 建築物の建蔽率 (ａ)  

(ｂ)  

(オ) 建築物の敷地面積の

最低限度 

(ａ)  

(ｂ)  

(カ) 建築物の外壁等の面

から敷地境界線まで

の距離の最低限度 

(ａ) 建築物の外壁等の面から道路境界線までの距離 

(ｂ) １メートル 

(ｃ) 次の各号のいずれかに該当するもの 

(１) 外壁等の中心線の長さの合計が３メートル 



 

   以下であるもの 

(２) 物置その他これに類する用途に供し、軒の

高さが２．３メートル以下で、かつ、床面積

の合計が５平方メートル以内であるもの 

(キ) 建築物の高さの最高

限度 

(ａ) 全域 

(ｂ) １５メートル 

(ｃ)  

 附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 



議案第 号 

宝塚市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例

の制定について 

宝塚市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成13年条例第30号)新旧対照表 

現行 改正案 

別表第1(第2条関係) 別表第1(第2条関係) 

【別記1 参照】 【別記1 参照】 

別表第2(第3条―第8条関係) 別表第2(第3条―第8条関係) 

1～39 (略) 1～39 (略) 

40 武庫川町西地区整備計画区域 40 武庫川町西地区地区整備計画区域 

(略) (略) 

41 武田尾地区整備計画区域 41 武田尾地区地区整備計画区域 

(略) (略) 

 42 安倉上池地区地区整備計画区域 

 (略) 



【別記1】 

(現行) 

名称 区域 

武田尾地区地区整

備計画区域 

都市計画法第20条第1項の規定により告示された阪神間都市計画武田尾地区

地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 

 

(改正案) 

名称 区域 

武田尾地区地区整

備計画区域 

都市計画法第20条第1項の規定により告示された阪神間都市計画武田尾地区

地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 

安倉上池地区地区

整備計画区域 

都市計画法第20条第1項の規定により告示された阪神間都市計画安倉上池地

区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域   










